
 

 

 

毎年５月は、全国的に「自転車月間」が実施されます。 

福島県においても、この月間に、自転車利用者に対する基本的な交通ルールの周知活動や街頭

での指導啓発活動等を強化し、良好な自転車交通秩序の実現を図る

ための活動が各地で行われます。 

福島県の自転車事故は、平成２３年中、死者数が１３人に上り、

前年に比べ６人増加し、全交通事故死者の１３．８％を占めたなど

憂慮される状況にあります。 

また、自転車乗車中死者のうち法令違反のあった割合が約 8割で

あることからも、「福島県自転車安全利用五則」の活用等により、

自転車利用者の交通ルールの遵守とマナーの向上を図り、自転車事故を防止しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 昼夜別死者数           ２ 交差点・単路別死者数  ３ 年齢別死者数 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

４ 通行目的別死者数       ５ 違反別死者数      ６ ヘルメット着用別死者数 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

５月は「自転車月間」です 

自転車事故死者数等の推移
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自転車死者数 28 8 18 6 17 13 9 8 7 13

全死者に占める割合 14.0% 4.7% 11.1% 4.2% 12.5% 10.7% 8.0% 7.9% 6.3% 13.8%
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